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(57)【要約】
　管状カートン（２００）は、詰め込む前の第１の高さ
に、次いで、詰め込んだ後の第２の高さに組み立てられ
るように構成される。本カートンは、頂部壁（１０８）
基部壁（１０２）及び一対の両側部壁（１０４，１０６
）を含む。壁（１０２，１０４，１０６，１０８）は、
先細り状の瓶（Ｂ）などの物品を受け入れるための第１
の高さの空隙を形成する。更に、本実施形態は、物品を
空隙に送り込む構造を含み、物品が、切り溝線及び１つ
以上の壁の少なくとも一部に沿ってカートンを曲げて内
側に収めることによって、第１の高さから第２の高さま
で空隙を高くする。送り込む構造は、壁（１０８）の１
つに接続し、物品の詰め込み後、カートンが封止される
。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　物品を詰め込む前の第１の高さに、次いで、詰め込んだ後の第２の高さに組み立てられ
るように構成されるカートンであって、対向する一対の側縁及び対向する一対の端縁を有
する第１の壁と、対向する一対の端縁及び対向する一対の上縁下縁を有する一対の側壁と
、対向する一対の側縁及び対向する一対の端縁を有する第２の壁と、前記カートンの一端
を閉塞する端壁構造とを有し、前記一対の側壁はそれらの前記下縁が前記第１の壁の前記
一対の側縁に各々接続され、前記第２の壁は少なくとも１つのスコアラインを有し、前記
第２の壁はその一対の側縁が前記一対の側壁の上縁にそれぞれ接続され、前記第１、第２
の壁及び前記一対の側壁は物品を受け入れるための収容空間を形成し、前記第２の壁は前
記第１の高さだけ前記第１の壁から離れて配置され、前記端壁構造は物品の詰め込み時に
物品を前記収容空間に案内するための物品案内手段を含み、前記物品案内手段は前記第１
、第２の壁及び前記一対の側壁のうち少なくとも１つの壁に接続され、前記スコアライン
は物品の詰め込み時に物品によって前記第２の壁が変形させられるのを助ける手段であり
、前記第２の壁の変形時に前記第２の壁の少なくとも一部が前記第２の高さだけ前記第１
の壁から離れて配置されるように前記スコアラインが位置決めされていることを特徴とす
るカートン。
【請求項２】
　前記第２の高さが、前記第１の高さより高い、請求項１に記載のカートン。
【請求項３】
　前記両側壁のうちの少なくとも１つの側壁が、前記第２の壁の少なくとも一部の高さ変
移を容易にするための折り曲げ線を含む、請求項１に記載のカートン。
【請求項４】
　前記第１の高さが、前記両側壁のうちの１つの側壁の高さにより規定される、請求項１
に記載のカートン。
【請求項５】
　前記第１の高さが、前記第２の高さより高い、請求項１に記載のカートン。
【請求項６】
　前記第２の壁が、前記第２の壁の少なくとも一部の高さ変移を容易にするための折り曲
げ線を含む、請求項１に記載のカートン。
【請求項７】
　物品を詰め込む前の第１の高さに、次いで、詰め込んだ後の第２の高さに組み立てられ
るように構成されるカートンであって、対向する一対の側縁及び対向する一対の端縁を有
する第１の壁と、対向する一対の端縁及び対向する一対の上縁下縁を有する一対の側壁と
、対向する一対の側縁及び対向する一対の端縁を有する第２の壁と、前記カートンの一端
を閉塞する端壁構造とを有し、前記一対の側壁はそれらの前記下縁が前記第１の壁の前記
一対の側縁に各々接続され、前記第１、第２の壁及び前記一対の側壁のうち少なくとも１
つの壁は少なくとも１つのスコアラインを有し、前記第２の壁はその一対の側縁が前記一
対の側壁の上縁にそれぞれ接続され、前記第１、第２の壁及び前記一対の側壁は物品を受
け入れるための収容空間を形成し、前記第２の壁は前記第１の高さだけ前記第１の壁から
離れて配置され、前記端壁構造は物品の詰め込み時に物品を前記収容空間に案内するため
の物品案内手段を含み、前記物品案内手段は前記少なくとも１つの壁に接続され、前記ス
コアラインは物品の詰め込み時に物品によって前記第２の壁が変形させられるのを助ける
手段であり、前記第２の壁の変形時に前記第２の壁の少なくとも一部が前記第２の高さだ
け前記第１の壁から離れて配置されるように前記スコアラインが位置決めされていること
を特徴とするカートン。
【請求項８】
　複数の物品及び前記物品を包装するカートンからなる包装品であって、前記カートンは
複数の壁を有し、それら複数の壁のそれぞれの壁が少なくとも他の一つの壁に折り曲げ可
能に接続されて前記物品を受け入れるための第１の形状の収容空間を形成し、前記カート
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ンは前記物品を前記第１の形状の収容空間に案内するための物品案内手段と、この物品案
内手段を含む端壁構造とを有し、前記物品案内手段は前記複数の壁のうち少なくとも１つ
の壁に接続され、さらに前記カートンは、前記物品を受け入れるときに前記収容空間が前
記第１の形状から第２の形状に再形成されるのを助ける補助手段を有する包装品。
【請求項９】
　前記物品が、第１の寸法を有する第１の本体部と第２の寸法を有する第２の本体部分と
を含む、請求項８に記載の包装品。
【請求項１０】
　第１の高さの物品を初期高さを有するカートンへ詰め込む方法であって、複数の壁及び
少なくとも１つの開口部で形成される第１の形状の収容空間を有する管状カートンを形成
するステップと、前記複数の壁の少なくとも１つの壁にスコアラインを形成するステップ
と、前記収容空間へ前記物品を案内するための物品案内手段を前記開口部に形成するステ
ップと、前記物品案内手段で案内しつつ前記収容空間に向かって前記物品を移動させるス
テップと、前記複数の物品のうち少なくとも１つの物品を使用して前記少なくとも１つの
壁に力を加えるステップと、前記力を加えることにより前記少なくとも１つの壁の少なく
とも一部を第１の位置から第２の位置へ変移させて前記収容空間を前記第１の形状から第
２の形状に変形させるステップとを含む詰め込み方法。
【請求項１１】
　前記物品を前記第２の形状の収容空間に詰め込むステップを含む、請求項１０に記載の
方法。
【請求項１２】
　前記物品案内手段を変形させて前記管状カートンの端部を閉塞する端壁構造を形成する
ステップを含む、請求項１０に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ネック部を有する瓶や他の容器などの先細り状の容器の梱包用カートンに関
連し、特に、第１の高さのある垂直に向いた物品を、異なる初期の高さを有し、端部が開
いた管状容器に側部から詰め込むことによって形成される特殊形状のカートンに関する。
【背景技術】
【０００２】
　先細り状の物品群を入れて運ぶための実用カートンは公知である。例えば、先細り状の
物品には、一般的なガラス製又はプラスチック製の飲料瓶、頂部が密封式になった飲料瓶
、肩部領域とネック部を有する流体取り出し容器、及び胴体部が端部より広いあらゆる形
状の容器がある。そのような用途向けの従来からの実用カートンには、瓶を梱包して輸送
するのに使用するどこにでもある正方形又は長方形のカートンがあり、この瓶は、頂部フ
ラップが封止され、カートンが輸送される前に、頂部から詰め込まれる。次第に一般的に
なっている実用カートンには、側部詰め込み式の正方形又は長方形のカートンがあり、端
部フラップが封止され、カートンが輸送される前に、１列又は複数の列をなす先細り状の
物品が側部から詰め込まれる。
【０００３】
　先細り状の物品群を入れて運ぶのに使用される現状の実用カートンは、共通の欠点を共
有している。例えば、典型的な先細り状の物品は、その基部よりもその頂部が細くなって
いるのに応じ、典型的な実用カートンでは、上側部分にかなりの空隙ができる。すなわち
、肩部部付近からその頂部にかけて、物品はかなりの空隙で囲まれる。この特定の欠点は
、幾つかの問題を引き起こす。第１に、他のすべてが同じならば、空隙が多いカートンは
、輸送中に損傷を受けやすい脆いカートンである。地域の食料品店や酒店でよく見かける
、角の潰れたカートンや頂部パネルが陥没したカートンを見れば、この問題は明らかであ
る。第２に、カートンを強化し、損傷を防止するために、空隙にパッキン材料を充填して
無駄な空隙をなくす典型的な対応策では、材料が浪費され、製造コストが上がる。第３に
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、空隙の多いカートンは、潜在的消費者に好ましくない印象を与えるため、販売の機会を
失うことがある。例えば、物品がカートン内で移動するので、物品が損傷を受けていると
消費者が誤認する慮れがある。同様に、消費者がカートン内の物品の動きを感じるか、又
は動く音を聞いたときに、物品が一部足りないと誤認する慮れがある。このような状況の
もとで、消費者は、他の満足できる製品の購入をやめることがある。
【０００４】
　従来のカートンに関連した問題を克服しようとする解決手段が開発されてきた。よく試
みられる解決手段は、物品の間又は物品の周りに外部パッキン材料を設けることに焦点を
当てている。公知のパッキン材料の例には、おが屑、経木、くず紙、布、仕切り材、発泡
体、梱包用発泡スチロールの玉、各種材料及び形状からなる緩衝材、気泡シートを含む様
々な形態の空気袋がある。これらの解決手段は、物品を保護しようとし、かつ／又はカー
トンを強化しようとするが、ほぼ一貫してコストが上がると思われる。例えば、コストの
増分には、パッキン材料のコスト、パッキン材料を配置する労働コスト、重量が増えたカ
ートンを輸送コスト、及びパッキン材料の廃棄コストが含まれる。
【０００５】
　改良されたパッキン材料には、熱成形した積み重ね可能なプラスチックトレイがある。
これらの解決手段は、クッキーやソフトキャンディなどの脆い食品に応用できる。一般的
な製造業者は、特別に形成した積み重ね可能なプラスチックトレイに脆い製品を置き、こ
のプラスチックトレイが、個々の製品を離間した部分に受け入れ、保管する。そのような
解決手段は、特定の状況下で有用であるが、先細り状の物品に対しては、他のパッキン材
料と同じ欠点がある。
【０００６】
　先細り状の製品の輸送問題を解決する他の試みには、カートンの頂部を削除し、プラス
チックフィルム層で物品群を包むものがある。この解決手段は、カートンが損傷する問題
を解決するが、カートンの短い基部以外のすべてを削除するため、問題となる。例えば、
この解決手段は通常、プラスチック製の物品に限定され、ガラス製の物品には通常適さな
い。更に、物品はもはや、カートンの壁及び頂部に囲まれた場合のように損傷から保護さ
れることはない。更に、カートンの外面を利用する製品情報を載せるスペースがなくなる
。これは、大抵の製造業者が購買広告の効果をもたらすために、その領域を利用すること
から、一般的に望ましくない。
【０００７】
　梱包技術を調査すると、改良した器具及び／又は先細り状の物品群を入れて運ぶ方法が
依然として必要であると分かる。そのような改良により、カートンは強くなり、パッキン
材料の必要性を減らすか、あるいは、排除するか、物品の収まりが改良され、カートンか
ら受け入れる感じが改良され、通常は実用カートンの外側に設けられる広告用の空きが改
善されるか、あるいは、少なくとも維持される。更に、上記の範囲で改良されたカートン
は独自の形状をなし、その上、独自の形状は、独自の包装形状を通じて、製造業者又は卸
売業者にブランド意識を生む機会を与えることができる。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　様々な実施形態を有する本発明は、特殊形状の容易に構成されたカートンを提供するこ
とによって、先行技術の欠点を克服する。かかるカートンは、より少ない材料を必要とす
る、外部充填材料の必要性を構成するか、減らすか、あるいは、排除し、物品の収まりを
改良し、カートンから受け入れる感じを改良し、全体として包装品の強化し、製造業者又
は卸売業者の宣伝やブランド意識に関して新たな柔軟性を与える。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の一実施例は、カートンを製造するためのブランクを含む。ブランクは、少なく
とも５つの主パネルである基部パネル、第１の側部パネル、第２の側部パネル、頂部パネ
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ル、及び縁部パネルを含む。これらのパネルは、折り曲げ可能に互いに接続されている。
パネルの各々は、対向する端部フラップ又は端壁パネルに折り曲げ可能に互いに接続され
ている。カートンが組み立てられると、端部壁又は端部閉鎖構造体を形成するために接続
する端部フラップ及び端部壁パネルを有する管状カートンの形態となる。
【００１０】
　本実施形態において、頂部パネルには、頂部パネルを２つの頂部パネルの縁部及び頂部
パネルの中央部を含む３つの部分に分割する切り溝又は切り溝線が含まれる。ブランクは
、カートンを組み立てたときの引き裂きパネルとして示される除去可能な部分を形成する
分割線分を含む各折れ易い分割線を更に含む。本実施形態の分割線に関して、分割線分は
、１つの端部壁パネルから側部パネルと頂部パネルをわたって延伸し、他の端部壁パネル
の端部で終端する。カートンを組み立てると、分割線分は接続し、連続した折れ易い分割
線を形成する。
【００１１】
　５つのパネルブランクの別の実施形態は、折り曲げ可能に互いに接続されている基部パ
ネル、第１の側部パネル、第２の側部パネル、頂部パネル、及び縁部パネルを含む。パネ
ルの各々は、対向する端部フラップ又は端壁パネルに折り曲げ可能に互いに接続されてい
る。カートンを組み立てると、複合頂部パネルを形成するように、外側頂部パネルに重ね
た態様で取り付けた内側頂部パネルを有する管状カートンの形態となり、端部フラップ及
び端部壁パネルは接続して、端部壁又は端部閉鎖構造体を形成する。
【００１２】
　ブランクの他の実施形態は、５つ未満のパネルを含む。例えば、管状カートンは三角形
の断面図を有する。三角形のカートンの一実施形態において、三角形のカートンには、詰
め込み前の形状の頂部パネルがないが、詰め込み後の形状の頂部パネルがある。他の実施
形態では、縁部パネルは、２つに分けた基部パネルの支持があれば排除される。
【００１３】
　ブランクの更に他の実施形態は、複合頂部パネルを含む５つ以上のパネルを含む。複合
頂部パネルには、少なくとも詰め込み前の第１の高さ及び少なくとも詰め込み後の第２の
高さが与えられる。更にて、いずれかのパネルは、カートンの空隙を特殊形状に構成する
ために用いる切り溝を含むことができる。
【００１４】
　実施例において、管状カートンは、詰め込む前の第１の高さに、次いで、詰め込んだ後
の第２の高さに組み立てられるように構成される。この実施形態は、少なくとも１つの切
り溝、両縁部ならびに両端部、及び対向側壁を有する頂部壁を含む。側壁は、頂部縁部な
らびに下部縁部及び両端部を有し、頂部縁部に沿って頂部壁の両縁部に接続される。また
、本実施形態は、下部縁部に沿って側壁に接続し、頂部壁から離れて設けられる、両縁部
及び両端部を有する基部壁を含む。壁は、先細り状の瓶などの物品を受け入れるための第
１の高さの空隙を形成する。更に、本実施形態は、物品を空隙に送り込む構造を含み、物
品が、切り溝線及び１つ以上の側壁の少なくとも一部に沿ってカートンを曲げて内側に収
めることによって、第１の高さから第２の高さまで空隙が高くする。送り込む構造は、壁
のうちの少なくとも１つの端部のうちの少なくとも１つに接続でき、物品を詰め込んだ後
、カートンが封止される。
【００１５】
　本発明の例示的実施形態は、包装品を含む。包装品の一実施形態は、容器及びカートン
を含む。容器は、一様に先細り状であるか、あるいは、本体最大部分より小さいネック部
を有する様々な本体形状である。カートンは、詰め込み前構成の４つの壁を含み、他の壁
に折り曲げ可能に互いに接続されている。本明細書で用いられる「壁」という用語は、組
み立てた、あるいは、部分的に組み立てたカートンの外面を形成する、個々のパネル、個
々のパネルの部分、パネルの構成、フラップ又はその部分を含むと理解される。そのカー
トンは、端壁フラップの構成及び／又は空隙に容器を送り込むパネルを更に含む。本実施
形態において、壁のうちの少なくとも１枚は、５つの壁を含む詰め込み後カートンの構成
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にするために容器を詰め込む圧力下で再形成される。再形成して詰め込んだ後、端壁フラ
ップ及びパネルは包装品を封止する。他の実施形態は、様々な壁の構成及び数の詰め込み
後のカートン側面を含む。
【００１６】
　本発明は、第２の寸法のカートンに、第１の寸法の物品を詰め込む典型的な方法を含む
。実施形態において、詰め込み方法は、多くの次のステップを含む。複数の壁を含み、少
なくとも１つの開口部を含み、第１の空隙を形成する管状カートンを提供するステップ。
壁の少なくとも１つに切り溝線を形成するステップ。開口部を構成し、物品を送り込むた
めの手段を形成するステップ。空隙の方へ送り込むための手段によって、物品を押すステ
ップ。物品の少なくとも１つに、切り溝線を有する壁に力を加えるステップ。その力によ
って、第１の位置から第２の位置へ切り溝線を有する壁を移動させることによって、前記
第１の空隙を第２の空隙に変えるステップ。物品を前記第２の空隙に詰め込むステップ。
端部壁構造となるように漏斗を再形成するステップ。
【００１７】
　荷を詰め込む例示的な方法によって、詰め込み中に不具合が生じることがない、すなわ
ち実質的に切れることがない分割線によって、最良に行われる。更に、荷を詰め込む例示
的な方法によって、詰め込み中に不具合が生じることがない、すなわち実質的に切れるこ
とがない取っ手によって、最良に行なわれる。分割線は、カートンを１つの形状から別の
形状に再形成中に、不具合が生じることなく、すなわち実質的に切れることなく、各種折
り曲げ線及び切り溝とともに曲げるか、あるいは別の方法でそれらと接続させる。
【００１８】
　上記は、本発明の態様及び特徴のいくつかを概説しており、本発明の様々な実施形態を
単に図示するのみであると解釈されなければならない。開示した実施形態の様々な態様を
組み合わせることによって、他の有利な結果を得ることができる。従って、本発明の他の
態様及び包括的な理解は、請求項によって、定められる本発明の範囲に加えて、添付の図
面とともに得られる例示的実施態様の詳細な説明を参照することによって得ることができ
る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　本明細書は、必要に応じて本発明の詳細な実施形態を開示している。開示される実施形
態が多様な代替的な形態及び該形態の組み合わせとして具体化される本発明の例示にすぎ
ないことは言うまでもない。本明細書で用いられるように、“例示的な（exemplary）”
という用語は、実例、見本、モデル、又はパターンとして役立つ実施形態を呼称するため
に広い意味で用いられている。図面は必ずしも正確な尺度とはなっておらず、幾つかの特
徴は特定の構成要素を詳細に表わすために強調されるか、又は最小化されている場合があ
る。他の場合においては、本発明を容易に理解することができるように、公知の構成要素
、システム、材料、又は方法を詳細には説明していない。従って、本明細書に開示される
特定の詳細な構造及び機能は、限定的に解釈されるべきでなく、単に特許請求の範囲に基
づいた構造及び機能、並びに本発明を様々な形態で実施するために当業者に教示する代表
的な基本構造及び機能として解釈されるべきである。
【００２０】
　図面を参照すると、これら図面は、本発明におけるカートンの一の例示的な実施形態の
様々な態様を示している。幾つかの図面では、類似する参照符号は類似する構成要素を示
している。本明細書で説明される実施形態においては、本発明のカートンは、例えば一般
的な飲料瓶のような先細り状の物品を封入、輸送、保管、陳列、持ち運び、取り出しをす
るためのものである。一般的には、カートンは、例えば板紙、段ボール、プラスチック材
料、及びこれらの組み合わせや類する材料のような折り畳み可能なシート材料から形成さ
れている。
【００２１】
　図１は、図２、図３、図４、及び図５に最も良く表わされるカートン２００を形成する
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ためのブランク１００の典型的な実施形態の平面図である。板紙ブランク１００は、カー
トン２００を形成するために少なくとも４枚の主パネルを含んでいる。これら主パネルは
、基部パネル１０２、第１の側部パネル１０４、第２の側部パネル１０６、頂部パネル１
０８、及び縁部パネル１１０から成る。パネル１０２、１０４、１０６、１０８、１１０
は、折り曲げ可能に互いに接続されている。基部パネル１０２は、折り曲げ線１１２に沿
って第１の側部パネル１０４に折り曲げ可能に接続されている。第１の側部パネル１０４
は、折り曲げ線１１４に沿って頂部パネル１０８に折り曲げ可能に接続されている。第２
の側部パネル１０６は、折り曲げ線１１６に沿って頂部パネル１０８に折り曲げ可能に接
続されている。縁部パネル１１０は、折り曲げ線１１８に沿って基部パネル１０２に折り
曲げ可能に接続されている。図示される実施形態では、一体とされたブランクが単一のカ
ートンを形成するために使用されているが、２つ以上のブランクを使用することもできる
ことは言うまでもない。例えば２つ以上のブランクを使用することによって、以下に更に
詳細に説明する構造体を形成することができる。
【００２２】
　ブランク１００には、横断する折り曲げ線に沿って各パネル１０２、１０４、１０６、
１０８の両縁部に折り曲げ可能に接続されている端部フラップ又は端部壁パネルが含まれ
ている。カートン２００を組み立てた場合には、端部フラップ及び端部壁パネルが協働し
、これにより端部壁又は端部閉鎖構造体を形成する（図６に最もよく示されている）。図
示される実施形態では、各端部閉鎖構造体は同一性を有しているので、類似する参照符号
が使用され、カートンの一方の端部を他方の端部と区別するために“ａ”又は“ｂ”がこ
れら参照符号に添えられている。図１を参照すると、基部パネル１０２は、折り曲げ線１
２２ａ、１２２ｂに沿って端部フラップ１２０ａ、１２０ｂそれぞれに折り曲げ可能に接
続されている。第１の側部パネル１０４は、折り曲げ線１２６ａ、１２６ｂに沿って端部
壁パネル１２４ａ、１２４ｂそれぞれに折り曲げ可能に接続されている。第２の側部パネ
ル１０６は、折り曲げ線１３０ａ、１３０ｂに沿って端部壁パネル１２８ａ、１２８ｂそ
れぞれに折り曲げ可能に接続されている。頂部パネル１０８は、折り曲げ線１３４ａ、１
３４ｂに沿って端部フラップ１３２ａ、１３２ｂそれぞれに折り曲げ可能に接続されてい
る。
【００２３】
　典型的な実施形態では、頂部パネル１０８は、自身を頂部パネルの縁部１４０、１４２
及び頂部パネルの中央部１４４から成る３つの部分に分割する切り溝１３６、１３８（sc
ore）を含んでいる。端部フラップ１３２ａ、１３２ｂはそれぞれ、凹所１４６ａ、１４
６ｂを含んでいる。切り溝１３６、１３８と凹所１４６ａ、１４６ｂとの関係は、装填後
にカートンを閉じることに関連して以下に更に説明される。
【００２４】
　ブランク１００は、対称な折れ易い分割線１５０（frangible severance line）をさら
に含んでいる。各折れ易い分割線１５０は、カートンを組み立てたときに図２、図４、及
び図６に引き裂きパネルＴとして表わされる、対称な除去可能な部分を形成する分割線分
１５２、１５４、１５６（severance line segment）を含んでいる。図６を参照すると、
引き裂きパネルＴは、側部壁パネル部分１６０、１６２、頂部パネル部分１６４、及び端
部壁部分１６６を備えている。引き裂きパネルＴが対称に配置され、一方の引き裂きパネ
ルＴは他方の引き裂きパネルＴと略同一であるので、以下においては、ブランク１００の
一側に位置する一の引き裂きパネルＴのみを説明する。他の実施形態では、引き裂きパネ
ルＴが必ずしも対称に配置されている必要はなく、カートン２００内の物品に手が届くよ
うな任意の構成であれば良いことは、当業者にとって言うまでもない。
【００２５】
　分割線１５０について再び図１を参照すると、分割線分１５２は、端部壁パネル１２８
ａ、１２８ｂの遠位端から第２の側部パネル１０６に向かい、さらに該パネルを横断して
、その後折り曲げ線１１６に向かって弧状に屈曲し、これにより分割線分１５４に接続し
ている。分割線１５４は、折り曲げ線１１６から延在し、頂部パネルの縁部１４２を横断



(8) JP 2008-532875 A 2008.8.21

10

20

30

40

50

して切り溝１３６と交差し、その後頂部パネルの中央部１４４に配置された指挿入用切欠
部１７０の近傍を通過している。分割線分１５４は、引き続き頂部パネルの中央部１４４
を横断し、切り溝１３８と交差して、折り曲げ線１１４に向かって頂部パネルの縁部１４
０を横断するように延在している。分割線分１５６は、折り曲げ線１１４で分割線分１５
４に接続している。分割線分１５６は、第１の側部パネル１０４を横断し、端部壁パネル
１２４ａ、１２４ｂに向かって弧状に屈曲して、その後端部壁パネル１２４ａ、１２４ｂ
の遠位縁部で終端している。カートンを組み立てると、分割線分１５２、１５４、１５６
は接続し、連続した折れ易い分割線１５０を形成する。折れ易い分割線１５０は、切取穴
と、切取線と、短いスリットから成る線と、ハーフカットから成る線と、単一のハーフカ
ットと、切取穴、スリット、及びハーフカットの任意の組み合わせと、短い切り溝線と、
分割しカートンを容易に開封することができる同等物とを含んでいるが、これらに限定さ
れる訳ではない。
【００２６】
　ブランク１００は、利用者がカートン１００を携行可能な適切且つ公知の取っ手Ｈを含
んでいる。図示される取っ手Ｈの構成に関して、楕円形状の指挿入用切欠部１７０が頂部
パネル１０８に設けられている。各切欠部１７０は、分割線分１５４の近傍に位置してお
り、該分割線から離隔している。取っ手の分割線１７２は、楕円状切欠部１７０それぞれ
の長軸から延在し、楕円状切欠部１７０の弧に従って屈曲し、その後切り溝１３６、１３
８に向かって方向転換して、分割線分１５４と折り曲げ線１１４、１１６の交点近傍で終
端している。
【００２７】
　取っ手タブ１７４は、分割線分１５４と取っ手の分割線１７２とによって形成されてい
る。図４を参照すると、利用者は、カートン２００を組み立てるとき、１つ又は両方の指
用切欠部１７０を把持し、十分な圧力で押して取っ手の分割線１７２を破ることによって
、取っ手Ｈを形成することができる。利用者は、取っ手の分割線１７２を破り、１つ又は
複数の取っ手タブ１７４を内側に折り曲げることによって、取っ手Ｈに対する支持が補強
されるので快適に利用することができる。
【００２８】
　取っ手の分割線１７２は、分割線１５０と同様に、切取穴と、切取線と、短いスリット
から成る線と、ハーフカットから成る線と、単一のハーフカットと、切取穴、スリット、
及びハーフカットの任意の組み合わせと、短い切り溝線と、同等物とを含んでいるが、こ
れらに限定される訳ではない。作業者は、装填作業の際に不具合が生じないか、又は実質
的に切り離されない分割線１５０、１７２を利用することによって、典型的な装填方法を
最良に実施することができる。さらに、作業者は、装填作業の際に不具合が生じないか、
又は実質的に切り離されない取っ手Ｈを利用することによって、典型的な装填方法を最良
に実施することができる。以下に説明するように、作業者は、カートンを一の形態から他
の形態に再構成する際に、不具合が生じないか、又は実質的に切り離されない様々な折り
曲げ線１１４、１１６及び切り溝１３６、１３８と共に、分割線１５０、１７２を屈曲さ
せるか、そうでなければ協働させることができる。
【００２９】
　図２は、図１のブランクから形成された部分的に組み立てられたカートン２００の斜視
図である。図示されたカートン２００を第１の装填前高さまで組み立てるために、縁部パ
ネル１１０を第２の側部パネル１０６に接着するか、又は別の方法で固定することによっ
て、開端部を有する管状のカートン２００を形成する。カートン２００は、類する大きさ
の、好ましくは先細り状の物品群を保持するように適合されている。例えば、物品群には
、１列又は複数列に配置された肩部付の缶又は瓶が含まれている。各列の物品は、各列の
底面に垂直に配置され、好ましくは平行に隣り合うように配置されている。図３に表わす
ように、側壁１０４、１０６は、前記物品群の物品の側壁に沿って配置されている。
【００３０】
　カートン２００が装填前高さ、すなわち図２に最も良く表わされた構成に組み立てられ
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た場合には、この装填前高さが側壁１０４、１０６の高さによって決定されることは言う
までもない。カートン２００は、側部から物品を装填する直前にコンベアに配置された場
合に目視することができるように構成されている。図３は、カートン２００の初期高さと
装填される物品Ｂの高さとの対比を表わしている。物品Ｂは、図示の如く側壁１０４、１
０６よりも高く、頂部パネル１０８の高さよりも突出していることは明白である。
【００３１】
　図３は、例えば切り溝１３６、１３８のような切り溝が先細り状の物品Ｂに関連して様
々な位置に配置されていることも表わしている。幾つかの実施形態では、切り溝は、寸法
Ｗ１に関連して表わすように折り曲げ線１１６、１１４の近傍に位置しているか、又は物
品の近傍に位置している場合がある。他の実施形態では、切り溝は、寸法Ｗ２に関連して
表わすように折り曲げ線又は物品から遠ざかっている場合がある。本明細書で使用される
ように、“切り溝（score）”、“切り溝線（score line）”及び“折り曲げ線（fold li
ne）”という用語は、パネル又は壁の平面を曲げる際に中心となる線又は線分を参照する
ために同義で使用することができる。従って、すべて折り曲げ線で構成された本明細書で
開示される特別な形状のカートンは、折り曲げ線及び切り溝線の両方に関連して本明細書
に開示される特別な形状のカートンと均等である。
【００３２】
　垂直方向に向いている第１の高さの物品を、開端部を有する初期に低い高さの管状の容
器に側部から装填する一の方法を説明する前に、パネル１０８が中央部１４４によって離
隔された２つの略平行な縁部１４０、１４２を備えていることに留意すべきである。より
詳しくは、縁部１４０は折り曲げ線１１４及び切り溝１３８によって長手方向に形成され
、縁部１４２は折り曲げ線１１６及び切り溝１３６によって長手方向に形成され、中央部
１４４は切り溝１３６、１３８によって長手方向に形成されている。切り溝１３６、１３
８は、自身に近傍の各折り曲げ線と同様に直線状且つ互いに対して平行とされるが、その
ような構成又は数量に限定されず、所望且つ特別な構成を形成するために必要な様々な形
状及び数量並びに異なる形状及び数量とすることができることは、当業者にとって言うま
でもないことである。
【００３３】
　更に、中央部１４４に向けて力を作用させることによって、切り溝１３６、１３８及び
隣接する折り曲げ線１１４、１１６に沿って頂部パネル１０８を折り曲げて、頂部壁から
３つの壁を形成することができる。例えば図３及び図５に表わされる非限定的な実施形態
に関して、中央部１４４の内面又は裏面に垂直力Ｆを作用させることによって、頂部パネ
ル１０８が上昇し、カートン２００の断面を図３に表わす矩形状から図５に表わす多角形
状（polyhedron）に再形成することができる。このように構成されたカートンは、先細り
状の頂部を有するカートンと呼称される。
【００３４】
　先細り状の頂部を有するカートンの一の実施形態は、パネル又はパネルの一部１０２、
１０４、１４０、１４４、１４２、１０６によって形成された外壁によって形成されてい
る。別の実施形態は、パネル又はパネルの一部１０２、１０４、１４０、１４４、１４２
、１０６によって形成された外壁によって形成されている。ここで、側部パネル１０４、
１０６は、カートン２００が先細り状の頂部を有するカートンとして構成された場合に、
側部パネル１０４’、１０６’の一部が縁部１４０、１４２と略同一平面上に位置してい
るように、先細り状の物品の肩部の近傍に配置されている切り溝Ｓ（図３及び図５に示す
）を含んでいる。幾つかの実施形態では、カートン２００が先細り状の頂部を有するカー
トンとして構成された場合に、側部パネル１０４、１０６が弧状に屈曲されている。別の
実施例では、頂部パネル１０８が折り曲げ線１１４、１１６によって形成され、これら折
り曲げ線に対して平行且つ等距離にある単一の切り溝を備えている場合には、内側又は裏
側から切り溝の近傍に単独の垂直力Ｆを作用させることによって、カートン２００を矩形
状の断面から五角形状の断面に再形成することができる。このように構成されたカートン
は、切り妻型の頂部を有するカートン（gable top carton）と呼称される。
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【００３５】
　垂直方向に向いている第１の高さの物品を、開端部を有する初期に低い第２の高さの管
状の容器に側部から装填する一の方法を説明するために、図２、図３、図４、及び図５を
参照する。カートン２００が、物品をカートン２００に装填する準備の際に、一般に包装
機械に設けられているコンベアを介して一連のステーションを通じて輸送されることは当
業者にとって言うまでもない。例えば瓶のようなカートン２００に装填される物品は、カ
ートン２００の開端部近傍に位置し、該開端部に向かって方向付けられている。装填方向
は、図２に示す矢印Ａによって表されている。さらに、前記装置の案内部が隣り合う端部
壁パネル１２４ａ、１２８ａ／１２４ｂ、１２８ｂ及び端部フラップ１２０ａ、１３２ａ
／１２０ｂ、１３２ｂを裏返った状態又は開いた状態に保持しているので、物品の装填は
カートン構造体のいかなる部分によっても制限又は妨害されない。
【００３６】
　さらに、第１の高さの物品が該第１の高さよりも大きな第２の高さのカートン内部に方
向付けられる、側方から装填する従来方法では、前記物品は、装填手段を利用することに
よってカートン内部に方向付けられる。装填手段は、個々の物品又は物品群を背圧によっ
て下流に移動させるステップを含んでいる。すなわち、上流の物品は、下流の物品に力を
作用させ、これにより矢印Ａで表すように下流の物品をカートンの前方に押し、さらに該
カートン内部に押し込む。装填手段は、所定の物品群の後方に位置し、且つ、矢印Ａで表
すように前記物品をカートンの前方に押し、さらにカートン内部に押し込むプランジャも
含んでいる。いかなる方法で物品を運び、供給し、押し、又はカートンに向かって且つ該
カートン内部に方向付けても、装填手段を使用することによって、一方又は両方の開端部
から物品を側方装填することができる。
【００３７】
　図示した実施形態では、第１の高さの物品より低い第２の高さのカートンに物品が運ば
れる。すなわち、図３に最もよく示すように、詰め込まれる物品Ｂは、頂部パネル１０８
及び側壁１０４、１０６の上縁部によって形成される平面の高さよりも高くなっている。
第１の高さの垂直方向に向いた物品より第２の初期の高さが低い端部が開いた管状容器に
詰め込む方法には、物品を心棒として使用することが含まれる。切り溝１３６、１３８な
どの切り溝が、このような詰め込み方法を容易にする。物品を心棒として使用する１つの
利点は、特別な形状のカートンを形成できることである。特殊形状のカートンは、使用す
る材料を少なくし、内部空隙を狭め、外部充填材料をなくし、物品を良好に保護し、カー
トンの引っ張り強度及び破裂強度を含むその性能特性を改善するような形状にすることが
できる。物品を心棒として使用する別の利点は、特別な器具を使用しないで、特殊形状の
カートンを形成できることである。
【００３８】
　限定でなく、教示するために、第１の高さの物品より第２の高さが低いカートンに詰め
込む例示的な方法を以下に説明する。更に、限定でなく、教示するために、物品群を２×
６配列で配置する寸法のカートンに詰め込まれる、中味が充填され、密封した瓶Ｂを対象
にして説明される。当業者ならば、本明細書において教示する原理は、あらゆる寸法の管
状カートンに適用できると分かるであろう。
【００３９】
　端部壁パネル１２４ａ、１２４ｂ、１２８ａ、１２８ｂ及び端部フラップ１２０ａ、１
２０ｂ、１３２ａ、１３２ｂなどの閉鎖構造要素は、物品が送り込まれる開いた状態に誘
導できる。代替実施形態では、送り込む手段には、開いた状態の端部壁パネルと端部フラ
ップの両方、開いた状態の端部壁パネルのみ、開いた状態の端部フラップのみ、及び開い
た状態の端部壁パネルと端部フラップの特定の組み合わせが含まれる。
【００４０】
　送り込む手段に向かって瓶を送り込むと、瓶Ｂの第１の横列の頂部が端部フラップ１３
２ａ、１３２ｂの内面に当たる。端部フラップ１３２ａ、１３２ｂの内面に当たると、端
部フラップ１３２ａ、１３２ｂは十分に持ち上がるので、瓶Ｂの頂部を該当する折れ線１
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３４ａ、１３４ｂに向かってかつそれらの下に強制的に滑動させることができる。折り曲
げ線１３４ａ、１３４ｂの下に強制的に滑動させると、瓶は頂部パネル１０８の先端を十
分に持ち上げることから、頂部パネル１０８は切り溝１３６、１３８に沿って折れ曲がり
始める。切り溝１３６、１３８に沿って折れ曲がると、図３に最もよく示される長方形の
断面から、図５に最もよく示される多面体断面に頂部パネル１０８の再形成が始まる。
【００４１】
　瓶をカートン２００に向け、これに詰め込み続けるか、あるいは、押し込み続けると、
瓶はパネル１０８の裏面に対して力Ｆを上方に加えることができる。力Ｆの大きさは、瓶
とカートンの高さ関係、カートンと瓶の間の摩擦係数、カートン材料の組成、及び切り溝
の位置と深さを含む多数の要因に依存する。図示した実施形態では、垂直力Ｆは、少なく
とも頂部パネルの中央部１４４を上方に押し上げて、頂部パネル１０８を切り溝１３６、
１３８に沿って折り曲げるのに十分な大きさであるが、詰め込むための水平力に勝るほど
大きくはない。言い換えると、十分な力とは、瓶が移動する心棒として動作して、再形成
と詰め込みが成功裏に完了する前にカートン２００内で動けなくなることなく、パネルを
折り曲げるか又は広げて、特殊形状を形成することを可能にするほど大きい力である。
【００４２】
　瓶Ｂは、折り曲げ線１３４ａ、１３４ｂの下に滑動し、頂部パネルの中央部１４４を持
ち上げて、頂部パネル１０８が切り溝１３６、１３８に沿って広がり始めるようにした後
で、カートンに入り続ける。瓶は詰め込み手段によってカートン２００に向けられるので
、瓶は頂部パネルの中央部１４４に力Ｆを加え続けることにより、頂部パネル１０８は切
り溝１３６、１３８に沿って折れ曲がり続ける。瓶を運び、力を作用させ、カートン２０
０を折り曲げる作業とは、第１の高さの物品をそれより低い第２の高さのカートンに詰め
込む途中で、カートンの少なくとも第１の高さまで高くする１つの方法である。この方法
の１つの結果として、図３に最もよく示された実質的に長方形の断面のカートンを、図５
に最もよく示された多角形の断面の特殊形状のカートンに再形成する。
【００４３】
　詰め込み方法の一実施形態では、折り曲げ線１１４、１１６と該当する切り溝１３８、
１３６の間の頂部パネルの縁部１４０、１４２の幅Ｗ１は、同じ横方向平面に沿った容器
頂部の外縁部から容器側壁の最外縁部までの距離にほぼ等しい。この関係は図３に最もよ
く示されている。そこで、各瓶は切り溝１３６、１３８近傍に力を加えることによって、
中央部１４４が持ち上がり、頂部パネルの縁部１４０、１４２が該当する切り溝１３６、
１３８及び折り曲げ線１１４、１１６で回転する、すなわち、折れ曲がる。この構成は、
非限定的な例示として、一般的な飲料瓶、注ぎ口を組み込んだ自動車用オイル容器、注ぎ
機能部を組み込んだ液体洗剤容器、及び食品を収容する飾り瓶などの肩部部とネック部を
有する容器とともに使用できる。
【００４４】
　詰め込み方法の別の実施形態では、該当する折り曲げ線１１４、１１６から該当する切
り溝１３８、１３６までの頂部パネルの縁部１４０、１４２の幅Ｗ１は、同じ横方向平面
に沿った瓶のキャップの中心線から瓶の最外縁部までの距離にほぼ等しい。そこで、瓶は
切り溝の下に直接に力を加えることによって、頂部パネルの縁部は、該当する切り溝及び
折り曲げ線で回転する、すなわち、折れ曲がる。この構成は、非限定的な例示として、肩
部部及びネック部を有し、そのネック部が、スポーツドリンク製品に見られるポップアッ
プ式の取り出し器具や、多くの物品に見られるスプレー機能部などの持ち上がった、ある
いは、著しく先細り状となった頂部を備えた容器とともに使用できる。
【００４５】
　図６を参照すると、物品がグループに分けられ、カートン２００の開端部のいずれか一
方か又は両方から詰め込まれた後で、端部フラップ１２０ａ、１３２ａ及び端部壁パネル
１２４ａ、１２８ａが折り畳まれ、互いに固定されて端部閉鎖構造部２０２ａ、２０２ｂ
を形成する。図６に示す実施形態では、端部壁パネル１２４ａ、１２８ａが最初に内側に
折り畳まれ、続いて端部フラップ１２０ａを上方に折り畳み、次いで端部フラップ１３２
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ａを端部フラップ１２０ａと重なるように下方に折り畳む。端部壁パネル１２４ａ、１２
８ａは、端部フラップ１２０ａ、１３２ａの一方又は両方に固定することができ、端部フ
ラップ１２０ａ、１３２ａは互いに固定できる。その一方で、端部壁２０２ａは、端部壁
パネル１２４ａ、１２８ａ及び端部フラップ１２０ａ、１３２ａを折り畳み、固定する別
の作業で形成することもできる。端部フラップ１２０ｂ、１３２ｂ及び端部壁パネル１２
４ｂ、１２８ｂも同様に接続し、反対側の端部閉鎖構造体２０２ｂを形成する。端部閉鎖
構造部の外形に合わせて形成された凹所１４６ａもまた、示されている。図示するように
、凹所１４６ａは、薄型のカートンを形成するために、頂部パネルの縁部１４０、１４２
の詰め込み後の位置に合わせてある。あるいは、凹所１４６ａ、１４６ｂは、端部フラッ
プ１３２ａ、１３２ｂの一部が、特別な形状のカートンの一部として、詰め込み後の位置
から突出するような形状にすることができる。
【００４６】
　他の端部閉鎖構造部と構造部を閉じる手段には、一部が固定できる端部壁パネル又は端
部フラップと、重ならない端部壁パネル又は端部フラップと、折り畳んで自己ロックでき
るか又は互いにロックできるフードもしくはカウリングの形態の端部壁パネル又は端部フ
ラップと、例えば、カートン外形の形状に成形されたカートンの開端部に固定できるキャ
ップと、カートンを閉じる同様の手段とが含まれる。
【００４７】
　５つ以上の外面からなる横断面を備えた多面体カートンを含む様々な形状及び構成のカ
ートンが、本明細書に提示した説明に基づいて即座に明らかになるであろう。非限定的な
例示として、五面体の一実施形態には、基部パネル、２つの側部パネル、及び２つの頂部
パネルの縁部が含まれ、一方、別の多面体の実施形態には、基部パネル、切り溝によって
、それぞれ長手方向に二等分された２つの側部パネル、複数組の切り溝を有する頂部パネ
ル、及び複数の頂部パネル部分が含まれる。当業者には、１つもしくは複数の切り溝及び
／又は折り曲げ線が容器頂部の片側又は両側にあるものを含む特別な形状のカートンの様
々な実施形態を本明細書において教示し、主張していることが分かるであろう。
【００４８】
　ブランク１００は、図１に示した１つ又は複数の引き裂きを開始する手段を有する。引
き裂きを開始する手段には、指挿入用切欠部１７０、取っ手の分割線１７２及び分割線分
１５４の組み合わせ体が含まれる。図６は、取り外し可能な引き裂きパネルＴの一方を除
去した後のカートンの実施形態の斜視図である。ここで、非限定的な例示として、取っ手
の分割線１７２を破ることで引き裂きパネルＴの除去が開始され、続いて分割線分１５２
、１５６を破り、端部壁部分１６６を除去する。指挿入用切欠部１７０及びパネル頂部１
６４は接続し、利用者が引き裂きパネルＴの縁部を１つ又は複数の指で把持し、取っ手の
分割線１７２を引き裂き始めるのに便利な形状を形成する。取っ手の分割線１７２を破っ
た後で、利用者は分割線１５２、１５４の切断に移ることができる。示した実施形態では
、指用の穴は、少なくとも１つの指がカートン２００に入り、取っ手の分割線１７２を破
り始めることができる寸法の楕円形切欠部によって形成される。限定はしないが、押しタ
ブ、引きタブ、フラップ、又はループや、タブ、ループ又はフラップの任意の組み合わせ
や、取り付けられた、相対的に大きい方の構造体の小さく切り離した部分を把持する等価
の構造体を含む、様々な公知の又はこれから開発される引き裂き開始手段を、本発明の実
施形態とともに実装できることは、当業者ならば分かるであろう。
【００４９】
　パネルＴを除去すると、利用者はカートン２００に収容された物品を取り出すことがで
きる。示した図６の実施形態では、１つのパネルＴを除去すると、６つの瓶Ｂを取り出す
ことができる。当然ながら、残りの６つの瓶は、残りのパネルＴを除去した後で取り出す
ことができる。当業者ならば理解できるように、他の取り外し可能なパネル形状にするこ
とが可能であり、特別な取り出し部を提供する他の取り外し可能なパネル形状にすること
も可能である。非限定的な例示として、１５２、１５４、１５６などの分割線分は、１０
４、１０６、１０８、１２０、１２４、１２８、１３２などのカートンを構成するパネル
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の幾つか又はすべてについて経路をとり、波状に進むか、あるいはその他の態様で蛇行し
て進み、任意の形状の取り外し可能な１つ又は複数のパネルＴを形成できる。更に、パネ
ルを除去する場合、取っ手Ｈをそのまま残してもよいし、残さなくてもよいと考えられる
。従って、側部壁パネル部分１６０、１６２は、特別な形状に関する設計を検討すること
によって、様々な奥行き及び構造にすることができ、端部壁パネル部分１６６についても
同様である。
【００５０】
　図７及び図８は、本発明の実施形態の詰め込み前と詰め込み後の形状を示している。パ
ネル１０２、１０４、１０６は接合され、実質的に三角形の断面の詰め込み前の管状カー
トンを形成している。上記に説明したものと同様の態様で、切り溝１３８はパネル部分１
４０、１４２を形成し、端部閉鎖部２０２ａは物品を拘束する。物品を挿入し、心棒とし
て使用してカートンを再形成した後の詰め込み後の形状は、詰め込み前の形状とは異なっ
ている。この時点で、物品は２列になっており、詰め込み前の高さは、詰め込み後の高さ
より高くなっている。
【００５１】
　図９及び図１０は、本発明の実施形態の詰め込み前及び詰め込み後の形状を示している
。パネル１０２、１０４、１０６、１０８は接合されて、正方形の断面又は長方形の断面
の詰め込み前の管状カートンを形成している。上記に説明したものと同様に、切り溝１３
８はパネル部分１４０、１４２を形成し、端部閉鎖部２０２ａは物品を拘束する。物品を
挿入し、心棒として使用してカートンを再形成した後の詰め込み後の形状は、詰め込み前
の形状とは異なっている。ここで、物品は３列になっており、中央の列の物品は、隣接し
た両側列の物品より高い。
【００５２】
　図１１及び図１２は、本発明の実施形態の詰め込み前及び詰め込み後の形状を示してい
る。パネル１０２、１０４、１０６、１０８は接合され、正方形の断面又は長方形の断面
の詰め込み前の管状カートンを形成している。上記に説明したものと同様の態様で、切り
溝１３８はパネル部分１４０、１４２、１６４を形成し、端部閉鎖部２０２ａは物品を拘
束する。物品を挿入し、心棒として使用してカートンを再形成した後の詰め込み後の形状
は、詰め込み前の形状とは異なっている。ここで、物品は４列になっており、２つの中央
の列の物品は、隣接した両側列の物品より高い。
【００５３】
　ここで図１を念頭に置いて、図１３を参照すると、本発明によるカートンを形成するブ
ランク３００の代替の実施形態であると分かる。図１３のブランク３００の態様は、図１
に示すブランク１００と同じである。従って、図１３の大部分の要素は、図１の実質的に
同じ要素に見ることができる対応した符号で特定されており、その違いは、符号の先頭数
字「１」が「３」に代わって使用されていることである。例えば、図１の基部パネル１０
２は、図１３の基部パネル３０２に対応する。ここで、主要な相違点は、図１を参照して
説明したように、縁部パネル１１０を基部パネル１０２に取り付けることで管状カートン
を形成するのではなく、図１３を参照すると、複合頂部パネル３０８を形成するように、
内側頂部パネル３０８ａを外側頂部パネル３０８ｂに重ねた態様で取り付けることによっ
て管状カートンが形成されることである。外側頂部壁３０８ｂは更に、端部パネル３３３
ａ、３３３ｂを有する。その他の点では、第２のカートン３００の構造の細部及び組立方
法は、ほとんどの部分で、上記の第１のカートン１００のものと同じである。
【００５４】
　すべての点で、限定するのではなく、説明することを意図された様々な特定の実施形態
に関連させて本発明を説明した。当業者ならば、本発明が、請求項の範囲から逸脱するこ
となく、多くの修正と変形を行うことができると分かるであろう。例えば、本明細書にお
いて「上」「ベース」「底」「端」「側」「内」「外」「上方」「中間」「下方」「前」
「後ろ」などの方向指示は、該当するパネル、壁、又は物品をそのような方向に限定する
ものではなく、単にこれら要素を互いに区別する働きをするにすぎない。折り曲げ可能に
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接続されていることについての言及を、必ずしも単一の折り曲げ線又は切り溝線だけを指
すものとして解釈すべきではなく、実際には、折り曲げ可能に接続されていることは、請
求項の範囲から逸脱することなく、次に挙げる切り溝線、脆弱線、又は折り曲げ線のうち
の１つ又は複数から形成できる。また、端部フラップ及び端部壁パネルの形状と寸法は、
本発明の様々な実施形態を実施ずるのに適切な種々の端部壁構造の例にすぎない。例えば
、端部壁構造は更に先細にすることができ、開端部を完全に封止する必要はない。
【００５５】
　請求項の範囲内で様々に変更でき、例えば、寸法及びパネル及び開口の形状は、様々な
寸法又は形状の物品に適応するように調整できる代替的な端壁構造を用いることができる
と理解すべきである。カートンは、水平に３列以上で配置される物品群を含む、種々の配
置の１つ以上の物品及び様々な高さの物品に適応できる。図１及び図４の分割線１５０が
対称的に示されるにもかかわらず、除去できるパネルＴ及びハンドルＨは、いかなる適切
な形状を有する。
【００５６】
　上記の実施形態は、本発明の原理を明確に理解するために記載される実施態様の例示に
すぎない。請求項の範囲内において、上記の実施形態を変形、変更及び組合せることがで
きる。全てのかかる変形、変更及び組合せは、本明細書に開示内容及び請求項の範囲によ
って、本明細書に含まれる。
【図面の簡単な説明】
【００５７】
【図１】本発明のカートンの実施形態を形成するためのブランクの実施形態の平面図であ
る。
【図２】図１のブランクから形成される部分的に組み立てたカートンの透視図であり、詰
め込み前の構成のカートンを示す。
【図３】図２の部分的に組み立てたカートンの断面の端面図であり、詰め込み前の構成の
カートンを示す。
【図４】図２の部分的に組み立てたカートンの透視図であり、詰め込み後の構成のカート
ンを示す。
【図５】図２の部分的に組み立てたカートンの断面の端面図であり、詰め込み後の構成の
カートンを示す。
【図６】本発明の図１のブランクから形成される包装品の実施形態の斜視図である。
【図７】本発明の詰め込み前及び詰め込み後の構成のカートンの実施形態を示す。
【図８】本発明の詰め込み前及び詰め込み後の構成のカートンの実施形態を示す。
【図９】本発明の詰め込み前及び詰め込み後の構成のカートンの実施形態を示す。
【図１０】本発明の詰め込み前及び詰め込み後の構成のカートンの実施形態を示す。
【図１１】本発明の詰め込み前及び詰め込み後の構成のカートンの実施形態を示す。
【図１２】本発明の詰め込み前及び詰め込み後の構成のカートンの実施形態を示す。
【図１３】本発明のカートンの実施形態を形成するためのブランクの代替的な実施形態の
平面図である。
【符号の説明】
【００５８】
　１００　板紙ブランク
　１０２　基部パネル
　１０４　第１の側部パネル
　１０６　第２の側部パネル
　１０８　頂部パネル
　１１０　縁部パネル
　１１２　折り曲げ線
　１１４　折り曲げ線
　１１６　折り曲げ線
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　１１８　折り曲げ線
　１２０ａ　端部フラップ
　１２０ｂ　端部フラップ
　１２２ａ　折り曲げ線
　１２２ｂ　折り曲げ線
　１２４ａ　端部壁パネル
　１２４ｂ　端部壁パネル
　１２６ａ　折り曲げ線
　１２６ｂ　折り曲げ線
　１２８ａ　端部壁パネル
　１２８ｂ　端部壁パネル
　１３０ａ　折り曲げ線
　１３０ｂ　折り曲げ線
　１３６　切り溝
　１３８　切り溝
　１４０　頂部パネルの縁部
　１４２　頂部パネルの縁部
　１４４　頂部パネルの中央部
　１４６ａ　凹所
　１４６ｂ　凹所
　１５０　折れ易い分割線
　１５２　分割線分
　１５４　分割線分
　１５６　分割線分
　１６０　側部壁パネル部分
　１６２　側部壁パネル部分
　１６４　頂部パネル部分
　１６６　端部壁部分
　１７０　指挿入用切欠部
　１７２　取っ手の分割線
　１７４　取っ手タブ
　２００　カートン
　２０２ａ　端部閉鎖構造部
　２０２ｂ　端部閉鎖構造部
　３００　ブランク
　３０２　基部パネル
　３０８　複合頂部パネル
　３０８ａ　内側頂部パネル
　３０８ｂ　外側頂部パネル
　３３３ａ　端部パネル
　３３３ｂ　端部パネル
　Ａ　矢印
　Ｂ　瓶
　Ｆ　垂直力
　Ｈ　取っ手
　Ｔ　引き裂きパネル
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【図１】 【図２】

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】

【図１０】 【図１１】
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【図１２】 【図１３】

【手続補正書】
【提出日】平成19年6月15日(2007.6.15)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　物品を詰め込む前の第１の高さに、次いで、詰め込んだ後の第２の高さに組み立てられ
るように構成されるカートンであって、対向する一対の側縁及び対向する一対の端縁を有
する第１の壁と、対向する一対の端縁及び対向する一対の上縁下縁を有する一対の側壁と
、対向する一対の側縁及び対向する一対の端縁を有する第２の壁と、前記カートンの一端
を閉塞する端壁構造とを有し、前記一対の側壁はそれらの前記下縁が前記第１の壁の前記
一対の側縁に各々接続され、前記第２の壁は少なくとも１つのスコアラインを有し、前記
第２の壁はその一対の側縁が前記一対の側壁の上縁にそれぞれ接続され、前記第１、第２
の壁及び前記一対の側壁は物品を受け入れるための収容空間を形成し、前記第２の壁は前
記第１の高さだけ前記第１の壁から離れて配置され、前記端壁構造は物品の詰め込み時に
物品を前記収容空間に案内するための物品案内手段を含み、前記スコアライン及び前記一
対の側壁の各上縁のうち１つの上縁は側縁部を有し、前記物品案内手段は前記第２の壁に
折り曲げ可能に接続された端縁フラップを有し、前記端縁フラップが前記側縁部に接続さ
れないように、凹所が前記側縁部と前記端縁フラップとの間に形成され、前記物品を詰め
込むと、前記第２の壁に力が作用し、前記第２の壁部の少なくとも一部が変形させられて
、これにより前記第２の壁部の少なくとも一部が第２の高さだけ前記第１の壁から離れた
配置され、前記スコアラインは物品の詰め込み時に物品によって前記第２の壁が変形させ
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られるのを助ける手段であり、前記物品案内手段は前記第１、第２の壁及び前記一対の側
壁のうち少なくとも１つの壁に接続され、前記第２の高さは前記物品を収容するために十
分な高さであることを特徴とするカートン。
【請求項２】
　前記第２の高さが、前記第１の高さより高い、請求項１に記載のカートン。
【請求項３】
　前記両側壁のうちの少なくとも１つの側壁が、前記第２の壁の少なくとも一部の高さ変
移を容易にするための折り曲げ線を含む、請求項１に記載のカートン。
【請求項４】
　前記第１の高さが、前記両側壁のうちの１つの側壁の高さにより規定される、請求項１
に記載のカートン。
【請求項５】
　前記第１の高さが、前記第２の高さより高い、請求項１に記載のカートン。
【請求項６】
　前記第２の壁が、前記第２の壁の少なくとも一部の高さ変移を容易にするための折り曲
げ線を含む、請求項１に記載のカートン。
【請求項７】
　物品を詰め込む前の第１の高さに、次いで、詰め込んだ後の第２の高さに組み立てられ
るように構成されるカートンであって、対向する一対の側縁及び対向する一対の端縁を有
する第１の壁と、対向する一対の端縁及び対向する一対の上縁下縁を有する一対の側壁と
、対向する一対の側縁及び対向する一対の端縁を有する第２の壁と、前記カートンの一端
を閉塞する端壁構造とを有し、前記一対の側壁はそれらの前記下縁が前記第１の壁の前記
一対の側縁に各々接続され、前記第１、第２の壁及び前記一対の側壁のうち少なくとも１
つの壁は少なくとも１つのスコアラインを有し、前記第２の壁はその一対の側縁が前記一
対の側壁の上縁にそれぞれ接続され、前記第１、第２の壁及び前記一対の側壁は物品を受
け入れるための収容空間を形成し、前記第２の壁は前記第１の高さだけ前記第１の壁から
離れて配置され、前記端壁構造は物品の詰め込み時に物品を前記収容空間に案内するため
の物品案内手段を含み、前記物品案内手段は前記少なくとも１つの壁に接続され、前記ス
コアラインは物品の詰め込み時に物品によって前記第２の壁が変形させられるのを助ける
手段であり、前記第２の壁の変形時に前記第２の壁の少なくとも一部が前記第２の高さだ
け前記第１の壁から離れて配置されるように前記スコアラインが位置決めされていること
を特徴とするカートン。
【請求項８】
　物品を詰め込む前の第１の高さに、次いで、詰め込んだ後の第２の高さに組み立てられ
るように構成されるカートンであって、複数の物品及び前記物品を包装する前記カートン
からなる包装品であって、対向する一対の側縁及び対向する一対の端縁を有する第１の壁
と、対向する一対の端縁及び対向する一対の上縁下縁を有する一対の側壁と、対向する一
対の側縁及び対向する一対の端縁を有する第２の壁と、物品の詰め込み時に物品を前記収
容空間に案内するための物品案内手段を含む前記端壁構造とを有し、前記一対の側壁はそ
れらの前記下縁が前記第１の壁の前記一対の側縁に各々接続され、前記第２の壁は少なく
とも１つのスコアラインを有し、前記第２の壁はその一対の側縁が前記一対の側壁の上縁
にそれぞれ接続され、前記第１、第２の壁及び前記一対の側壁は物品を受け入れるための
収容空間を形成し、前記第２の壁は前記第１の高さだけ前記第１の壁から離れて配置され
、前記物品を詰め込むと、前記第２の壁に力が作用し、前記第２の壁部の少なくとも一部
が変形させられて、これにより前記第２の壁部の少なくとも一部が第２の高さだけ前記第
１の壁から離れた配置され、前記スコアラインは物品の詰め込み時に物品によって前記第
２の壁が変形させられることを助ける手段であり、前記物品案内手段は前記第１、第２の
壁及び前記一対の側壁のうち少なくとも１つの壁に接続され、前記第２の高さは前記物品
を収容するのに十分な高さであることを特徴とする包装品。
【請求項９】
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　前記物品が、第１の寸法を有する第１の本体部と第２の寸法を有する第２の本体部分と
を含む、請求項８に記載の包装品。
【請求項１０】
　第１の高さの物品を初期高さを有するカートンへ詰め込む方法であって、複数の壁及び
少なくとも１つの開口部で形成される第１の形状の収容空間を有する管状カートンを形成
するステップと、前記複数の壁の少なくとも１つの壁にスコアラインを形成するステップ
と、前記収容空間へ前記物品を案内するための物品案内手段を前記開口部に形成するステ
ップと、前記物品案内手段で案内しつつ前記収容空間に向かって前記物品を移動させるス
テップと、前記複数の物品のうち少なくとも１つの物品を使用して前記少なくとも１つの
壁に力を加えるステップと、前記力を加えることにより前記少なくとも１つの壁の少なく
とも一部を第１の位置から第２の位置へ変移させて前記収容空間を前記第１の形状から第
２の形状に変形させるステップとを含む詰め込み方法。
【請求項１１】
　前記物品を前記第２の形状の収容空間に詰め込むステップを含む、請求項１０に記載の
方法。
【請求項１２】
　前記物品案内手段を変形させて前記管状カートンの端部を閉塞する端壁構造を形成する
ステップを含む、請求項１０に記載の方法。
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【国際調査報告】
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